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(1)前回の実施状況  

 

 

 

 

 

≪調査の趣旨≫ 

 ・ワークライフバランスの観点からの調査 

 ・計画の基本施策 12「仕事と家庭の両立支援の推進」の作成 

 

≪計画策定に使用した調査項目・結果≫ 

①貴事業所の女性正社員の働き方として、どのようなパターンが多いですか。 

→女性の働き方についての設問 
   

１．結婚を機に退職する 

２．妊娠・出産を機に退職する 

３．出産後も継続して就業している 

４．その他（                              ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料３－２ 

令和５年度第 1 回船橋市子ども・子育て会議資料 

調査対象：市内事業所（500 箇所）  

設問数 ：１７問 

回収率 ：39.5％（前々回：26.3％） 

 

事業所調査について 

（１つに○） 
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3.2%
無回答

2.7%

Ｈ30年度

調査

n=188

 ②仕事と家庭の両立支援に対して、企業がとるべき方針についてどのように考えていますか。 

→ワーク・ライフ・バランスに対しての企業の意向についての設問 

１．企業として積極的に取り組むべき 

２．ある程度の役割を果たすべき 

３．企業としてはあまり積極的に取り組むべき課題ではない 

４．企業が担うべきものではない 

５．その他（                       ） 

６．わからない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)課題 

独自の調査を行っていたものの、実際に計画に利用している箇所が少ない。 

また、実際に計画策定に使用する調査結果についても、就労している保護者自身

に伺う事が可能な内容。 

 (3)調査の方向 

子育ての当事者に伺うことで、就労している方自身の意向を把握する。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 これまで実施していた事業所調査は、今回は行わない。 

 保護者調査の育児休業に係る設問にて、仕事や子育ての両立についての選択

肢を用意し、女性の働き方やワーク・ライフ・バランスに係る実態を把握する。 

（１つに○） 
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(４)代替となる設問について 

2 期計画の策定に係るアンケ―トで聴取した①女性の働き方や、②ワーク・ライ

フ・バランスについては、就学前保護者調査及び母子健康手帳交付者調査の育児休

業に係る設問にて、当事者に直接アンケート調査をすることで、就労者自身の実態

を把握する。 

①女性の働き方については、育児休業を取得したか、退職したかを調査する。 

②ワーク・ライフ・バランスについては、調査対象は異なるが、育休を取得できな 

かった方に、育児休業を取得していない理由を調査し、職場に関する選択肢を用 

意する。 

また、仕事と子育ての両立についての設問を新たに追加する。 

 

 問〇 あて名のお子さんが生まれた時、父母のいずれかもしくは双方が育児休業を取得しま

したか。 

育児休業取得状況 （１）お母さん （２）お父さん 

１．就労していなかった １ １ 

２．取得した（取得中である） ２ ２ 

３．希望していたが取得できな

かった  
３ ３ 

４．取得しなかった ４ ４ 

 

問〇で「３」、「４」に○をつけた方にうかがいます。 

 問◎ あて名のお子さんについて、育児休業を取得していない理由をお答えください 

 

理  由 （１）お母さん （２）お父さん 

１．職場に育児休業を取りにくい雰囲気があった １ １ 

２．仕事が忙しかった ２ ２ 

３．（産休後に）仕事に早く復帰したかった ３ ３ 

４．仕事に戻るのが難しそうだった ４ ４ 

５．昇給・昇格などが遅れそうだった ５ ５ 

６．収入減となり、経済的に苦しくなる ６ ６ 

７．保育施設に預けることができた ７ ７ 

８．配偶者が育児休業制度を利用した ８ ８ 

９．配偶者が無職、祖父母などの親族にみてもらえるなど、 ９ ９ 

（（１）・（２）それぞれ１つに○） 

（（１）・（２）それぞれあてはまる番号すべてに○） 
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制度を利用する必要がなかった 

10．子育てや家事に専念するため退職した 10 10 

11．職場に育児休業の制度がなかった 11 11 

12．有期雇用のため育児休業の取得要件を満たさなかった 12 12 

13．育児休業を取得できることを知らなかった 13 13 

14．産前産後の休暇（産前６週間、産後８週間）を取得で

きることを知らず、退職した 
14  

15．その他（                 ） 15 15 

 

 問〇で「２」に○をつけた方にうかがいます。 

問△ あて名のお子さんの育児休業取得後、仕事に復帰しましたか。 

 

育児休業取得状況 （１）お母さん （２）お父さん 

１．育児休業取得後、仕事に復帰した １ １ 

２．現在も育児休業中である 

  （あて名のお子さんが１歳未満） 
２ ２ 

３．現在も育児休業中である 

  （あて名のお子さんが１歳以上） 
３ ３ 

４．育児休業中に離職した ４ ４ 

 

問□ 仕事と子育ての両立をするために何が必要だと思いますか。   

 

１．勤務先や職場の理解・協力が得られる環境 

２．勤務時間に関する制度の充実（短時間勤務、フレックスタイム、テレワークなど） 

３．産前産後休暇・育児休業制度の充実 

４．男性の育児促進（男性が育児休業を利用しやすくするなど） 

５．子育て後に再就職できる制度の充実 

６．子どもが病気やけがをしたときに休暇を取りやすい環境 

７．延長保育や一時保育などの各種保育サービスの充実 

８．事業所内の保育施設の設置 

９．その他（              ） 

 

 

 

 

（（１）・（２）それぞれ１つに○） 

（あてはまる番号に３つまで○） 
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《参考》 

 次ページからは、前回の調査票を掲載し、第２期子ども・子育て支援事業計画の策

定に未使用の設問は斜線を入れています。 

 

 ワーク・ライフ・バランスの状況として、最も分かりやすい指標の育休取

得状況を、取得後の状況も含め把握する。 

 育休取得者が増えている中で、取得出来ていない人の実態を把握するとと

もに、育休取得後の実態を把握する。 

 育休の取得状況に関わらず、子育ての当事者が仕事と子育ての両立に必要

と考えていることを把握する。 

 

⇒計画の基本施策 12「仕事と家庭の両立支援の推進」に現状を記載する。 
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（１）貴社（事業所）の概要、雇用状況等について 

問１ 貴社（事業所）の業種をお聞かせください。 

→２期計画で未使用 

１．農業、林業 

２．漁業 

３．建設業 

４．製造業 

５．電気・ガス・熱供給・水道業 

６．情報通信業 

７．運輸業、郵便業 

８．卸売業、小売業 

９．金融業、保険業 

10．不動産業、物品賃貸業 

11．学術研究、専門・技術サービス業 

12．宿泊業、飲食サービス業 

13．生活関連サービス業、娯楽業 

14．教育、学習支援業 

15．医療、福祉 

16．複合サービス業 

17．サービス業（他に分類されないもの） 

18．その他（          ） 

 

問２ 貴社（事業所）《本アンケートの送付先》は、組織上、以下のどれですか。 

→２期計画で未使用 

１． 単独事業所（他の場所に本社、支社などを持たない事業所） 

２． 本社・本店・本所（他の場所に支社などを持ち、それらを統括する事業所） 

３． 支社・支店・支所（他の場所にある本社などの統括を受けている事業所） 

 

問２で「２」「３」に○をつけた方にうかがいます。 

問２-１ 貴社全体の従業員数は何人ですか。 

→２期計画で未使用 

１．30 人未満 

２．30 人～100 人 

３．101 人～300 人 

４．301 人以上 

 

問２で「３」に○をつけた方にうかがいます。 

→２期計画で未使用 

問２-２ 本社の所在地はどちらですか。 

１．船橋市内 ２．船橋市外 

 

 

 

 

 

 

⇒ 問３へ 

⇒ 問２-１へ 

⇒ 問２-１と問２-２へ 

（１つに○） 

（１つに○） 

（１つに○） 

（１つに○） 
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問３ 貴事業所の常時雇用する従業員数（※）の性別、雇用形態別の人数を記入してください。 

→２期計画で未使用 

 男性 女性 計 

正社員 人 人 人 

パートタイマー 人 人 人 

その他 人 人 人 

※次世代育成支援対策推進法でいう｢常時雇用する労働者(従業員)｣とは、以下のとおりです。 

①期間の定めなく雇用されている場合 

②一定の期間（例えば、１ヶ月、６ヶ月など）を定めて雇用されている方で、その雇用期間が反

復更新され、事実上期間の定めなく雇用されている場合と同等と認められる場合（具体的には

過去１年を超える期間について引き続き雇用されている、または採用のときから１年を超える

期間について引き続き雇用されている場合） 

③いわゆる「日雇い労働者」で、雇用契約が日々更新されて事実上期間の定めなく雇用されてい

る場合と同等と認められる場合 

 

問４ 貴事業所の女性正社員の働き方として、どのようなパターンが多いですか。 

→２期計画で記載有り、保護者調査にて、当事者の状況を把握する。 

１．結婚を機に退職する 

２．妊娠・出産を機に退職する 

３．出産後も継続して就業している 

４．その他（                              ） 

 

問５ 貴事業所で過去３年間に育児休業を取得した方はいますか。男女別に記入してください。 

→２期計画で未使用 

 

(１) 

育児休業を取得した方はいますか？ 

（それぞれ１つに○） 

(２) 

育児休業を取得した方は 

何人ですか 

男性 
１．いる 

２．いない 
     人 

女性 
１．いる 

２．いない 
     人 

 

問６ 貴事業所で就学前児童の子育て中の方はいますか。男女別に記入してください。 

→２期計画で未使用 

 

(１) 

就学前児童の子育て中の方はいますか？ 

（それぞれ１つに○） 

(２) 

就学前児童の子育て中の方は 

何人ですか 

男性 
１．いる 

２．いない 
     人 

（１つに○） 
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(１) 

就学前児童の子育て中の方はいますか？ 

（それぞれ１つに○） 

(２) 

就学前児童の子育て中の方は 

何人ですか 

女性 
１．いる 

２．いない 
     人 

 

問７ 貴社（事業所）では日ごろ労務管理上どのようなことに問題がありますか。 

→２期計画で未使用 

１．新規採用で優秀な人材が確保できない 

２．新規採用者の定着率が悪い 

３．中堅社員、幹部候補生の中途退職が多い 

４．中途採用で優秀な人材が確保できない 

５．中途採用者の定着率が悪い 

６．従業員の高齢化 

７．女性従業員が結婚や出産を機に退職してしまう 

８．従業員の生産性やモラール（士気）が低い 

９．従業員の長時間労働 

10．経営の後継者育成 

11．従業員のメンタルヘルス 

12．定年退職者の活用について 

13．その他（                               ） 

14．特に悩みはない 

 

（２）仕事と家庭の両立支援の考え方について 

問８ 仕事と家庭の両立支援に対して、企業がとるべき方針についてどのように考えています

か。 

 →２期計画で記載有り、保護者調査にて、当事者の状況を把握する。 

１．企業として積極的に取り組むべき 

２．ある程度の役割を果たすべき 

３．企業としてはあまり積極的に取り組むべき課題ではない 

４．企業が担うべきものではない 

５．その他（                            ） 

６．わからない 

 

問９ 貴社（事業所）での仕事と家庭の両立支援の現状をお答えください。 

→２期計画で未使用 

１．積極的に取り組んでいる 

２．ある程度取り組んでいる 

４．取り組んでいない ⇒問９-１へ 

５．どちらともいえない 

（１つに○） 

（３つまでに○） 

（１つに○） 
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３．あまり取り組めていない ⇒問９-１へ 

 

問９で「３」「４」に○をつけた方にうかがいます。 

問９-１ そのように思われる（両立支援に取り組んでいない）理由は何ですか。 

→２期計画で未使用 

１．取り組むには費用や人に余裕がない 

２．「仕事と家庭の両立支援」は少子化対策であり、行政が行うべきである 

３．出産・育児は個人生活に関わることであり、企業が関知するものではない 

４．必要とする従業員がいない 

５．その他（                            ） 

６．わからない 

 

問 10 仕事と家庭の両立しやすい環境を整えることは、貴社（事業所）にとってメリットがあ

ると思いますか。 

→２期計画で未使用 

１．思う ２．思わない ３．どちらともいえない 

 

問 10-１ そのように思われる理由は何ですか。 

→２期計画で未使用 

１．ＣＳＲ（社会的責任）を果たす 

２．企業のイメージアップにつながる 

３．社員の定着率が高まる 

４．社員の意識・意欲が向上する 

５．生産性が向上する 

６．職場の雰囲気が明るくなる 

７．チームや組織で助け合う雰囲気がでてくる 

８．社員が生活者の視点をもつようになる 

９．優秀な男性社員の採用促進 

10．優秀な女性社員の採用促進 

11．その他（                         ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（あてはまる番号すべてに○） 

（あてはまる番号すべてに○） 

（１つに○） 
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問 11 貴社（事業所）では、次にあげるような仕事と家庭の両立に向けた取組を実施していま

すか。 

→２期計画で未使用 

１．経営戦略等に仕事と家庭の両立を進める趣旨を盛り込んでいる 

２．育児休業や短時間勤務制度を利用しても評価の際に不利益にならないようにしている 

３．仕事と家庭の両立に関する情報提供・相談を行う組織・担当を設けている 

４．勤務地を限定された地域内にとどめる制度がある 

５．従業員の家庭の事情によっては、自宅近くの事業所に異動させている 

６．ノー残業デーを設けている 

７．従業員に対して作業の無駄をなくして、早く帰るように励行している 

８．従業員が休みをとりやすいように、従業員相互で業務を共有するように工夫している 

９．従業員が複数業務をこなすことができるように訓練して、欠員補充を容易にしている 

10．従業員に対して、定期的に面談を実施している 

11．管理職の意識を変えるため、管理職研修を実施している 

12．その他（                                ） 

 

 

 

 

問 12 貴社（事業所）では「一般事業主行動計画」の策定はどのような状況ですか。 

→２期計画で未使用 

１．すでに策定済み 

２．現在、策定中 

３．今は未策定だが、今後、策定する予定 （     年    月ごろを予定） 

４．まだ策定しておらず、策定するかは未定 

５．今後、策定する予定はない 

６．わからない 

問12で「４」「５」に○をつけた方にうかがいます。 

→２期計画で未使用 

問 12-１ 策定していない理由は何ですか。 

→２期計画で未使用 

１．どのような計画を策定したらいいかわからない 

２．策定している時間的な余裕がない 

３．一般事業主行動計画のことを知らなかった 

４．仕事と家庭の両立が図られており、策定の必要がないと考えている 

５．「仕事と家庭の両立支援」は行政が行うべきものであると考えている 

６．子育て中の従業員がいない 

７．その他（                             ） 

次世代育成支援対策推進法では、常時雇用する労働者数が 101 人以上の事業主に対し「一般事業

主行動計画」の策定を義務づけています（100 人以下の企業には努力義務となっています）。 

（あてはまる番号すべてに○） 

（１つに○） 

（あてはまる番号すべてに○） 
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（３）仕事と家庭の両立支援に向けた雇用環境の整備について 

 

 

 

 

 

 

 

問 13 貴社（事業所）では、子育てを行う従業員への仕事と家庭の両立支援のため、現在どの

ような制度が整備されていますか。また、今後の整備予定はありますか。 

→２期計画で未使用 

制度の種類 整備状況・予定 

①子育てを行う従業員を対象とした、年次有給休暇の取得の促

進のための措置の実施 

１．整備済み 

２．今後は整備予定 

３．整備する予定はない 

②３歳以上の子の子育てを行う従業員を対象とした、短時間勤

務や隔日勤務制度の導入 

１．整備済み 

２．今後は整備予定 

３．整備する予定はない 

③子育てを行う従業員を対象とした、フレックスタイム制度の

導入 

１．整備済み 

２．今後は整備予定 

３．整備する予定はない 

④子育てを行う従業員を対象とした、始業・終業時刻の繰り上

げ・繰り下げ制度の導入 

１．整備済み 

２．今後は整備予定 

３．整備する予定はない 

⑤子育てを行う従業員を対象とした、勤務地、担当業務の限定

制度の実施 

１．整備済み 

２．今後は整備予定 

３．整備する予定はない 

⑥子育てを行う従業員を対象とした、情報通信技術（ＩＴ）を利

用した場所・時間にとらわれない働き方の導入 

１．整備済み 

２．今後は整備予定 

３．整備する予定はない 

⑦３歳以上の子を育てている従業員に所定外労働をさせない制

度 

※各企業で定めている就業時間を超えて労働をさせない制度で
す。育児のため請求があった場合に１ヶ月24時間、年間150
時間を超える法定時間外労働を制限する制度（育児・介護休業
法第17条）とは異なります。 

１．整備済み 

２．今後は整備予定 

３．整備する予定はない 

⑧妊娠中や出産後の女性従業員の健康、育児休業制度などの周

知や情報提供及び相談体制の整備の実施 

１．整備済み 

２．今後は整備予定 

３．整備する予定はない 

次世代育成支援対策推進法や育児・介護休業法等の現行法では、育児中の従業員に対して企業が

講ずべき措置として、「育児休業の取得」、「時間外労働・深夜業の制限」、「短時間勤務等の措

置」、「育児時間の付与」等が定められています。また、育児中の従業員に対する制度だけでなく、

すべての従業員の働き方の見直しなど、仕事と家庭の両立支援に、企業全体で取り組んでいく必要

があります。 

貴社（事業所）におけるこうした取組の状況と今後の取組に対する意向についてうかがいます。 

（①～⑯それぞれ１つに○） 
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制度の種類 整備状況・予定 

⑨労働基準法の産前産後休業を上回る期間の休業制度の実施 

１．整備済み 

２．今後は整備予定 

３．整備する予定はない 

⑩育児・介護休業法の育児休業制度を上回る期間、回数等の休

業制度の実施 

１．整備済み 

２．今後は整備予定 

３．整備する予定はない 

⑪子どもが生まれる際の父親の休暇の取得の促進 １．整備済み 

２．今後は整備予定 

３．整備する予定はない 

⑫事業所内託児施設の運営（共同運営や保育施設と契約してい

る場合も含む） 

１．整備済み 

２．今後は整備予定 

３．整備する予定はない 

⑬育児サービス費用を補助する制度（ベビーシッターや託児施

設の利用料補助等） 

１．整備済み 

２．今後は整備予定 

３．整備する予定はない 

⑭子どもの看護のための休暇を時間単位で取得できるなど利用

しやすい制度の導入 

１．整備済み 

２．今後は整備予定 

３．整備する予定はない 

⑮出産や子育てによる退職者についての再雇用制度の実施 

１．整備済み 

２．今後は整備予定 

３．整備する予定はない 

⑯育児休業を取得しやすく、職場復帰しやすい環境の整備 

１．整備済み 

２．今後は整備予定 

３．整備する予定はない 

①～⑯以外の整備済み、整備予定の制度があれば、記入してください。 
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問13の「⑯」で「１」「２」に○をつけた方にうかがいます。 

問 13-１ 整備済み、整備予定の内容は何ですか。 

→２期計画で未使用 

 

１．男性の育児休業取得を促進するための措置の実施 

２．従業員の育児休業中における待遇及び育児休業後の労働条件に関する事項についての周

知 

３．育児休業期間中の代替要員の確保や業務内容、業務体制の見直し 

４．育児休業をしている従業員の職業能力の開発及び向上のための情報提供 

５．育児休業後における原職又は原職相当職への復帰のための業務内容や業務体制の 

見直し 

６．その他（                                ） 

 

問 14 貴社（事業所）における以下の支援制度の利用状況や予定をお答えください。 

→２期計画で未使用 

制度の種類 
既に活用
している 

活用を 
検討して
いる 

知ってい
るが、 
検討して
いない 

制度の
存在を
知らな
かった 

①時間外労働等改善助成金（旧 職場意識改善助成金） 

事前に計画等を提出したうえで、ソフトウェアの導入や
専門家によるコンサルティング等を実施し、コースごと
の成果目標を達成した中小企業の事業主に、その経費の
一部等について助成 

１ ２ ３ ４ 

両
立
支
援
等
助
成
金 

②出生時両立支援コース 

男性が育児休業や育児目的休暇を取得しやすい職
場づくりに取り組み、その取組によって男性に育
児休業や育児目的休暇を取得させた事業主に支給 

１ ２ ３ ４ 

③介護離職防止支援コース 

仕事と介護を両立するための職場環境整備の取組
を行い「介護支援プラン」を作成したうえで、介護
休業の取得・職場復帰、または介護のための勤務制
限制度（介護制度）の利用を円滑にするための取組
を行った事業主に支給 

１ ２ ３ ４ 

④再雇用者評価処遇コース 

妊娠、出産、育児または介護を理由として退職した
者が、就業が可能になったときに復職でき、適切に
評価され、配置・処遇される再雇用制度を導入し、
かつ、希望する者を採用した事業主に支給 

１ ２ ３ ４ 

⑤女性活躍加速化コース 

女性活躍推進法に基づき、自社の女性の活躍に関す
る「数値目標」、数値目標の達成に向けた「取組目
標」を盛り込んだ「行動計画」を策定して、目標を
達成した事業主に支給 

１ ２ ３ ４ 

（①～⑧それぞれ１つに○） 

（あてはまる番号すべてに○） 
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制度の種類 
既に活用
している 

活用を 
検討して
いる 

知ってい
るが、 
検討して
いない 

制度の
存在を
知らな
かった 

⑥事業所内保育施設コース※ 

労働者のための保育施設を事業所内に設置、増築、
運営を行う事業主または事業主団体に、その費用の
一部を助成する 
※平成 28 年度から新規計画の認定申請受付を停止 

１ ２ ３ ４ 

（
中
小
企
業
事
業
主
の
み
対
象
） 

⑦
育
児
休
業
等
支
援
コ
ー
ス 

Ⅰ 育休取得時・職場復帰時 

「育休復帰支援プラン」を作成し、プラ
ンに沿って労働者に育児休業を取得、職
場復帰させた事業主に支給 

１ ２ ３ ４ 

Ⅱ 代替要員確保時 

育児休業取得者の代替要員を確保し、休
業取得者を原職等に復帰させた事業主に
支給 

１ ２ ３ ４ 

Ⅲ 職場復帰後支援 

育休からの復帰後、仕事と育児の両立が
特に困難な時期にある労働者のため、新
たな制度導入などの支援に取り組んだ事
業主に支給 

１ ２ ３ ４ 

⑧企業主導型保育事業助成 

平成 28 年度以降に労働者のための保育施設を事業所内
に新設・定員増員・空き定員の活用をした場合にその費
用の一部を助成する 

１ ２ ３ ４ 

上記以外の制度の利用状況、利用予定があれば、記入してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国では現在、「就労による経済的自立が可能な社会」「健康で豊かな生活のための時間が確保で

きる社会」「多様な働き方・生き方が選択できる社会」を目指し、「仕事と生活の調和（ワーク・

ライフ・バランス）憲章」及び「仕事と生活の調和推進のための行動指針」を策定しています。 

「ワーク・ライフ・バランスの実現」とは、働く人が子育てや介護、自己啓発、地域活動など仕

事以外の生活と仕事とを自分が望むバランスで実現することです。 

行動指針は、社会全体の目標としてフリーター数の減少、年次有給休暇取得率、第１子出産前後

の女性の継続就業率など 14 の数値目標を設定し、企業や働く人の効果的な取組、国や地方公共団体

の施策の方針を示しています。そのための国民運動として、 

“ひとつ「働き方」を変えてみよう！カエル！ジャパン” 

を推進しています。 
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問 15 行政からどのような支援、補助があれば、貴社（事業所）として「仕事と家庭の両立支

援」策やワーク・ライフ・バランスの取組がしやすくなると思いますか。 

→２期計画で未使用 

１．財政的支援（奨励金、低利融資など） 

２．企業活動へのインセンティブの付与（入札での優遇など動機付けとなる措置） 

３．取組企業の積極的ＰＲによるイメージアップ 

（例：市の表彰制度、市の広報紙やホームページへの掲載など） 

４．他の企業の取組事例紹介（セミナーの開催など） 

５．コンサルティング支援 

６．その他（ご自由にお書きください） 

 

 

 

 

（４）子ども・子育てに関する地域貢献活動について 

 

 

 

 

 

 

問 16 貴事業所の子ども・子育てに関する地域貢献活動の取組について、現在の状況と今後の

取組予定をお答えください。 

→２期計画で未使用 

取組の種類 取組状況・予定 

①託児室・授乳コーナーや乳幼児と一緒に利用できるトイレの

設置等の整備 

１．取り組んでいる 

２．取り組む予定 

３．取り組む予定はない 

②貴社（事業所）内で、子どもを遊ばせるコーナー・スペース

の提供 

１．取り組んでいる 

２．取り組む予定 

３．取り組む予定はない 

③子育てグループや支援団体など地域で活動している団体への

会議室などの場の提供 

１．取り組んでいる 

２．取り組む予定 

３．取り組む予定はない 

④子育てグループや支援団体など地域で活動している団体への

貴社（事業所）の従業員の参加促進や支援 

１．取り組んでいる 

２．取り組む予定 

３．取り組む予定はない 

「一般事業主行動計画」では、貴社（事業所）の従業員等の仕事と家庭の両立支援とあわせて、

対象を貴社（事業所）の従業員等に限定しない、雇用環境以外の取組も計画に盛り込むよう求めて

います。 

そこで、子ども・子育てに関する地域貢献活動の取組について、うかがいます。 

（あてはまる番号すべてに○） 

（①～⑦それぞれ１つに○） 
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取組の種類 取組状況・予定 

⑤子育てグループや支援団体など地域で活動している団体への

金銭・物品などの支援 

１．取り組んでいる 

２．取り組む予定 

３．取り組む予定はない 

⑥子どもたちが貴社（事業所）を見学できるような取り組みの

実施 

１．取り組んでいる 

２．取り組む予定 

３．取り組む予定はない 

⑦インターンシップや中学生の職場体験など、若年者の就業体

験機会の提供 

１．取り組んでいる 

２．取り組む予定 

３．取り組む予定はない 

①～⑦以外に取り組んでいる事項や取り組む予定がある事項があれば、記入してください。 
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問 16で取り組んでいる事業の概要をお聞かせください。 

→２期計画で未使用 

※記入していただいた事例は今後の参考にさせていただきます。 

   

   

   

   

   

   

   

 

（５）その他 

問 17 貴社（事業所）の仕事と家庭の両立支援やワーク・ライフ・バランスに関するお考えや、

取組の紹介、あるいは行政への要望等がありましたら、ご自由にお書きください。 

→２期計画で未使用 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

※差し支えなればお答えください。 

①貴社（事業所）名  

②ご回答者名 所属部署（         ） 氏名（           ） 

③ご連絡先 電話番号（         ） Fax（           ） 

 

調査にご協力いただきまして、ありがとうございました。 

切手は貼らずに同封の封筒に入れ、ご投函ください。 


